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次期熊本県障がい者計画及び熊本県障がい福祉計画の策定について

Ⅰ 障がい者計画

１．現行計画について

２．次期計画の策定（案）

３．令和７年度障がい当事者・家族団体との意見交換会

４．アンケート調査について（案）

５．次期計画策定までのスケジュール（案）

Ⅱ 令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る

基本指針の見直し状況

● 総 論
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本県の障がい児・者に関する計画を一体的に作成（計画期間：R9-R14の6か年）
ただし、計画の内訳は以下のとおり。
⚫ 第７期熊本県障がい者計画等（R9-R14年度）
⚫ 第８期熊本県障がい福祉計画、第４期熊本県障がい児福祉計画（R9-R11年度）
⚫ 第９期熊本県障がい福祉計画、第５期熊本県障がい児福祉計画（R12-R14年度）

● 総 論

第６期熊本県障がい者計画(R3-R8年度)
第３期熊本県障がい児福祉計画(R6-R8年度)第７期熊本県障がい福祉計画(R6-R8年度)

➢ 根拠：障害者総合支援法第89条第1項 ➢ 根拠：児童福祉法第33条の22第1項

障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的
として作成するもの。

本県における障害者のための施策に関する基本的
な計画。

熊本県障がい福祉計画 ※平成30年(2018年)より一体的に作成

熊本県障がい者計画 熊本県障がい福祉計画

期 策定年度 計画期間 期 策定年度 計画期間

第1期 昭和57-平成3年度(1982-1991年度)
⚫ 10年間 ※障害者福祉長期計画

第2期 平成5年度
(1993年度)

平成5-14年度(1993-2002年度）
⚫ 10年間 ※障害者社会促進プラン

第3期 平成14年度
(2002年度）

平成15-22年度(2003-2010年度）
⚫ 8年間 第1期 平成17年度

(2005年度)
平成18-20年度(2006-2008年度）
⚫ 3年間

第2期 平成20年度
(2008年度)

平成21-23年度(2009-2011年度)
⚫ 3年間第4期 平成22年度

(2010年度)
平成23-26年度(2011-2014年度）
⚫ 4年間

第3期 平成23年度
(2011年度）

平成24-26年度(2012-2014年度)
⚫ 3年間

第5期 平成26年度
(2014年度)

平成27-令和2年度(2015-2017年度）
⚫ 6年間

第4期 平成26年度
(2014年度)

平成27-29年度(2015-2017年度）
⚫ 3年間

第5期
第1期(児)

平成29年度
(2017年度)

平成30-令和2年度(2018-2020年度）
⚫ 3年間

第6期 令和2年度
(2017年度)

令和3-8年度(2021-2026年度）
⚫ 6年間

第6期
第2期(児)

令和2年度
(2020年度)

令和3-5年度(2021-2023年度）
⚫ 3年間

第7期
第3期(児)

令和5年度
(2023年度)

令和6-8年度(2024-2026年度)
⚫ 3年間

こ

れ

ま

で

の

策

定

状

況

➢ 根拠：障害者基本法第11条第2項

※障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第8条第1項
の熊本県障がい者文化芸術活動推進計画の取組と位置づけ

くまもと障がい者プラン

障害児福祉計画Q&A
障害福祉計画及び障害児福
祉計画を定めるに当たって
は、障がい計画と一体のも
のとして策定することは可
能か？
⇒然り。指針第3－7に記

載のとおり、法律の規定に
よる計画であって障害者等
の福祉に関する事項を定め
るものと調和が保たれたも
のとすることに留意いただ
きたい。

現 計 画

1

一体的作成のメリット
➢ 障がい者全体の基本的な施策（障がい者計画）と、具体的なサービス提供体制（障がい福祉計画・障がい児福祉計画）を一体的に捉

えることで、計画間の整合性を図り、本県施策の一貫性と実効性を高めるとともに、県民にとって分かりやすい計画とする。
➢ 計画策定や進捗管理、評価などを一体的に行うことで、業務の重複を無くし、事務作業の負担軽減と業務の効率化を図る。

R7.10.7熊本県障がい者自立支援協議会資料
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Ⅰ 障がい者計画
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１．現行計画について

（１）計画期間
令和５年度(2023年度)から令和９年度(2027年度)までの５年間

（２）基本理念
共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆ

る活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援す
るとともに、障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、
施策の基本的な方向を定める。

（３）基本原則
地域社会における共生等、差別の禁止、国際的協調

第５次障害者基本計画（内閣府）の概要 第６期熊本県障がい者計画の概要

（１）計画期間
令和３年度(2021年度)から令和８年度(2026年度)までの６年間

（２）目指す姿
障がいのある人もない人も、一人一人の人格と個性が尊重され、社会を構

成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現

（３）基本理念
• 障がいのある人もない人も「ともに生きる」社会
• 自らの選択・決定・参画の実現
• 安心していきいきと生活できる環境づくり

（４）重点化の視点
• 県民みんなで障がいのある人への差別をなくす取組
• 地域で安心して生活できるための支援
• 家族等に対する支援
• 障がい特性等に配慮したきめ細かい支援
• 災害対策や感染症対策の充実による安全・安心の確保

（４）各分野における障害者施策の基本的な方向
１．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

社会のあらゆる場面における障害者差別の解消
２．安全・安心な生活環境の整備

移動しやすい環境の整備、まちづくりの総合的な推進
３．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実

障害者に配慮した情報通信・放送・出版の普及、意思疎通支援の人
材育成やサービスの利用促進

４．防災、防犯等の推進
災害発生時における障害特性に配慮した支援

５．行政等における配慮の充実
司法手続きや選挙における合理的配慮の提供等

６．保健・医療の推進
精神障害者の早期退院と地域移行、社会的入院の解消

７．自立した生活の支援・意思決定支援の推進
意思決定支援の推進、相談支援体制の構築、地域移行支援・住宅

サービス等の充実
８．教育の振興

インクルーシブ教育システムの推進・教育環境の整備
９．雇用・就業、経済的自立の支援

総合的な就労支援
10．文化芸術活動・スポーツ等の振興

障害者の芸術文化活動への参加、スポーツに親しめる環境の整備
11．国際社会での協力・連携の推進

文化芸術・スポーツを含む障害者の国際交流の推進

（５）分野別施策
１．地域生活支援

住居の場の確保、日常生活を支える障害福祉サービスの充実、相談体制支
援の充実、サービス提供体制の充実

２．保健・医療
地域療育体制の充実、障害児通所支援の整備や支援等、精神障害にも対応

した地域包括ケアシステムの推進、自立支援医療費の給付等を通した医療費
の負担軽減

３．教育、文化芸術活動・スポーツ
支援の充実と教育の専門性の向上、教育環境の整備、インクルーシブ教育

システムの推進、文化芸術活動やスポーツ等への参加を通した自立と社会参
加の促進

４．雇用・就業、経済的自立の支援
就労支援や職場定着支援の取組強化、農福連携等の推進、障害者就労施設

等からの優先調達等の推進
５．情報アクセシビリティ

情報のバリアフリーの推進、意思疎通支援の人材養成
６．安全・安心

市町村の避難支援体制整備の支援、外出・移動支援の充実、防犯や消費者
トラブル防止等の安全対策の推進

７．生活環境
誰もが安心・快適に暮らせるまちづくりの推進、ユニバーサルデザイン化

の推進と意識啓発
８．差別の解消及び権利擁護の推進

障害者差別解消法の周知、虐待防止や成年後見制度の利用促進等障がいの
ある人の権利を擁護する取組の推進、障がいのある人への合理的配慮の提供
徹底と環境整備

障害者基本法に基づく国の障害者基本計画と県障がい者計画の比較
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第６期熊本県障がい者計画の施策体系

1 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止

2 安全・安心な生活環境の整備

3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の
充実

4 防災、防犯等の推進

5 行政等における配慮の充実

6 保健・医療の推進

7 自立した生活の支援・意思決定支援の推進

8 教育の振興

9 雇用・就業、経済的自立の支援

10 文化芸術活動・スポーツ等の振興を通した社会参
加の促進

1 地域生活支援
• 多様なニーズに対応した住居の場の確保や日常生活を支える障害福祉
サービスの充実

• 相談体制支援の充実、サービスを提供する人材の確保や資質向上など
サービス提供体制の充実、

• 障がい特性に応じたきめ細やかな地域生活支援の充実

2 保健・医療
• 地域療育体制の充実、障害児通所支援の整備や支援の質の向上
• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進
• 自立支援医療費の給付や重度心身障がい児(者)医療費の給付を通した医
療費の負担軽減

3 教育、文化芸術活動・スポーツ
• 障がいのある幼児児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実と教育
の専門性の向上、教育環境の整備

• インクルーシブ教育システムの推進、読書環境整備等による生涯学習活
動の支援

• 文化芸術活動やスポーツ等への参加を通した自立と社会参加の促進

4 雇用・就業、経済的自立の支援
• 関係機関と連携した就労支援や職場定着支援の取組強化
• 企業や事業所の理解促進や意識啓発
• 農福連携など多様な就労支援の推進、工賃向上のための障害者就労施設
等からの優先調達や新たな販売スタイル活用の推進

5 情報アクセシビリティ
• 障がい特性に配慮した情報の提供など情報のバリアフリーの推進
• 意思疎通支援を行う人材の養成

6 安全・安心
• 障がい特性や地域の実情等を踏まえた市町村の避難支援体制整備の支援
• 外出・移動支援の充実
• 防犯や消費者トラブル防止等の安全対策の推進や地域の交流の場の充実

7 生活環境
• 障がいのある人をはじめ誰もが安心・快適に暮らせるまちづくりの推進
• 障がいのある人も安全かつ円滑に利用できるよう、ユニバーサルデザイ
ン化の推進と意識啓発

8 差別の解消及び権利擁護の推進
• 障害者差別解消法の周知、虐待防止や成年後見制度の利用促進等障がい
のある人の権利を擁護する取組の推進

• 行政機関における障がいのある人への合理的配慮の提供徹底と環境整備

第７期熊本県障がい者計画の施策体系（案）

２．次期計画の策定（案）

4

▼ ３ページの第5次障害者基本計画に沿って作成
（障がい福祉計画・障がい児計画との関連で変更される場合もあります）

実線 ：施策が分かれるもの
波線 ：それ以外0127
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(参考）関係法令

障害者基本法
第十一条第二項
都道府県は障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県に
おける障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のた
めの施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。

総合支援法
第八十九条第一項
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資す
るため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの
提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する
計画（以下「都道府県障害福祉計画」という。）を定めるものとす
る。

第五項
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に
規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成すること
ができる。

第六項
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する
都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府
県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者
等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなけれ
ばならない。

児童福祉法
第三十三条の二十二第一項
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資
するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等
の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計
画（以下「都道府県障害児福祉計画」という。）を定めるものとす
る。

第五項
都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害
福祉計画と一体のものとして作成することができる。

第六項
都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定す
る都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道
府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であつて障害
児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなけれ
ばならない。

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第八条
地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における
障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めな
ければならない。

⚫ 熊本県障がい者基本計画関係

⚫ 熊本県障がい福祉計画・熊本県障がい児福祉計画関係

２．次期計画の策定（案） 5



３．令和７年度障がい当事者・家族団体との意見交換会 概要

障がい種別や重度から軽度までさまざまな意見を聴取するため、令和7年7月28日から
8月6日にかけて、以下の団体と意見交換を実施。

1 7月28日 一般財団法人熊本県ろう者福祉協会

2 人工内耳友の会ACITA熊本県支部

3 7月29日 熊本盲ろう者夢の会

4 7月31日① 社会福祉法人熊本県身体障害者福祉団体連合会

5 熊本県腎臓病患者連絡協議会

6 全国脊髄損傷者連合会 熊本県支部

7 社会福祉法人熊本県手をつなぐ育成会

8 公益社団法人日本てんかん協会熊本県支部

9 熊本県障害児・者親の会連合会

10 7月31日② ＮＰＯ法人ル・シエルくまもと

11 熊本県肢体不自由児者父母の会連合会

12 8月 1日① ＮＰＯ法人熊本県難聴者中途失聴者協会

13 熊本難病・疾病団体協議会

14 公益社団法人日本オストミー協会 熊本県支部

15 障害者・児の生活を豊かにする会

16 高機能自閉症・アスペルガー当事者会 シェアハート

17 熊本県知的障がい者施設家族会連合会(きずなの会)

18 8月1日② 自立生活センターヒューマンネットワーク熊本

19 熊本県天声会

20 ＮＰＯ法人熊本すずらん会

21 日本筋ジストロフィー協会 熊本県支部

22 一般社団法人熊本県精神保健福祉会連合会

23 熊本県聴覚障害者（児）親の会

24 8月4日 熊本県視覚障がい者福祉協会・団体

25 熊本県自閉スペクトラム症協会

26 公益財団法人熊本県肢体不自由児協会

27 熊本県重症心身障害児（者）を守る会

28 8月6日 日本二分脊椎症協会 熊本支部

29 一般社団法人くまもとダウン症協会

30 熊本県精神障害者団体連合会

31 熊本県発達障害当事者会 Little bit
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３．令和７年度障がい当事者・家族団体との意見交換会（意見抜粋）

１．地域生活支援

⚫ 言語聴覚士の登用を進め、聴覚障がい児・者が身近

で支援を受けられる体制整備を求める。

⚫ 年約160回の透析通院の送迎手段を改善いただきたい。

⚫ 医療的ケア児や重度障がい児には家族の負担軽減を

含む早期支援が必要。

⚫ 障がい者の安心安定な生活のための支援者研修の充

実及び高次脳機能障害者支援者養成研修の早期実施

を要望。

⚫ 親不在時も利用可能な在宅サービスの充実。

⚫ 家族（支援者も含む）に対する支援を計画の中に組

み入れられることを要望。

⚫ 企画段階からの当事者団体の参画推進を希望。

２．保健・医療

⚫ 大学歯学部がない熊本県での障がい者診療の中心で

ある口腔センターへの支援の継続をお願いしたい。

⚫ 重症心身障害児・者の大型車椅子利用に対応した医

療機関の情報提供や一覧冊子の作成・配布など具体

的に取組んでいただきたい。

⚫ 思春期の病者への医療相談の充実と、精神科が初期

患者を手厚くケアできる診療報酬体系への改善を国

に働き掛けていただきたい。

３．教育、文化芸術活動・スポーツ

⚫ 公共プールで車椅子や杖歩行者は更衣室カーテンが

短く見えやすく不便。待合椅子も低く使いづらく、

異性介助用更衣室を設置いただきたい。

⚫ 見えない・見えにくい聴覚障がいへのバリアフリー

も忘れず進めていただきたい。

⚫ 中学校のバリアフリー化は設置まで数年かかるため、

小学校との情報交換で迅速化を求める。

抜粋の基準 ①各団体の意見を１つ以上（重複している意見は、一文にまとめています） ②１～８（分野別施策）に該当する明確な意見
③次期計画の作成に影響しうる主なもの ④１～９（分野別施策及びその他）の掲載バランスを調整

４．雇用・職業、経済的自立の支援

⚫ てんかんのある人が病名だけで判断さ
れず雇用され、長く働けるよう企業へ
の理解促進を求める。

⚫ 令和6年度報酬改定により運営が厳し
いA型事業所やグループホームの実態
把握と県独自の支援策による運営支援
を求める。

⚫ 生活介護やB型事業所利用者が使える
お金を増やすため、工賃が少ない事業
所へのフォローをお願いしたい。

５．情報アクセシビリティ

⚫ 避難所に手話と字幕付き番組を視聴す
る受信機の整備いただけないか。

⚫ 知的障がい分野の情報保障は遅れてお
り、AIを活用した分かりやすい文書作
成を進めていただきたい。

⚫ 高齢化する指導者に代わる次期指導者
養成のため、自由に発声訓練会場を予
約できる施設整備をお願いしたい。

６．安全・安心

⚫ 災害時のオストメイト支援として、
専用トイレや装具保管、オストメイ
トまもるモンアプリへの支援を求め
る。

⚫ くまもとメディカルネットワークへ
の参加を促進いただきたい。

⚫ 避難行動要支援者名簿の活用等につ
いて発達障がい者にも分かりやすい
情報の提供を希望する。また、障が
い特性に合った個別避難計画の作成
を求める。

７．生活環境

⚫ 宿泊施設にもユニバーサルデザイン導入を
促進し、誰もが安心して滞在できる環境整
備を要望。

⚫ 地域共生のため優生思想根絶への啓発をお
願いしたい。

⚫ スロープ設置などがあれば入居可能な住居
が多いため、助成や周知を強化し、また、
障がいのある人向け住居相談の充実もお願
いしたい。

８．差別の解消及び権利擁護の推進

⚫ 盲ろう者をはじめ、障がい者のかかわり方
を学んでほしい。

⚫ 親亡き後の安心のため、県のより手厚い支
援を求める。

⚫ 職員研修への当事者団体の講師派遣など当
事者視点の理解促進を希望。また、盲ろう
者を含む障がい者への関わり方を学ぶこと
を希望する。

９．その他(県の障がい者施策全般)

⚫ ハートフルパス制度では3.5ｍ幅未満の障
がい者優先駐車場整備と、不要な利用を防
ぐ広報に力を入れてほしい。

⚫ 要約筆記の個人派遣は申請手続きが煩雑で
利用が伸びず、フォーム化など簡便化をお
願いしたい。

⚫ 県が主催する支援者向けの研修会・研修会
等への事業所等職員の出席義務化等の基準
を設けていただきたい。

⚫ 行政情報がPDF提供に偏っているため、
ホームページ本文やテキスト形式での提供
も検討願いたい。
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４．アンケート調査について（案）

調査の趣旨 「第７期熊本県障がい者計画」策定の基礎資料とするため、障
がい当事者及びその家族、障害福祉サービス事業者、民間企業
等の意識調査を行う。

実施期間
（予定）

令和８年(2026年)５月２０日～６月１９日

対象者 障がいのある方、障がいのある方の家族、障がい者団体、障害
福祉サービス事業従業者・事業所、障がい者を雇用する民間企
業 等

種類 ・通常版
・ルビ付き
・点字版、デイジー版

周知方法 ① 郵送依頼（障がい当事者・家族団体のうち約700件）
② メール依頼（障害福祉サービス事業所、民間企業、市町村）
③ ホームページへ掲載

回答方法 ① 電子申請システム（LoGoフォーム）
② メール（専用アドレス）
③ ファクシミリ
④ 郵送

・実施期間：令和２年(2020年)７月１日～７月３１日
・有効回答数：802件（法人338、個人586）

※法人、個人の重複回答により計は一致しない

法
人

障がい当事者・家族団体 164

障害福祉サービス等事業者 155

障がいのある人を雇用する民間
事業者・団体

11

その他 8

個
人

障がいのある人 324

障がいのある人の家族 109

障害福祉サービス等事業従事者 123

障がいのある人を雇用する民間
従事者・団体の方

4

医療関係者（医師、看護師等） 8

教育関係者（教員等） 7

その他 11

(参考）令和２年度アンケート調査
令和８年度障がい者のための施策に関するアンケート調査（案）

8

（その他障がい施策に関するアンケート等）
⚫ 熊本県在宅重症心身障がい児(者）及び医療的ケア児(者）に関する調査⇒12ページ
⚫ 2025県民アンケート調査⇒13ページ
⚫ 令和6年度の障害者虐待防止法に基づく県内の障害者虐待の状況⇒14ページ
⚫ 令和6年度の精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況⇒15ページ

• 蛍光青部分修
正
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４．アンケート調査について（案）

1 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
• 障がいのある人の権利(障がいを理由とする差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、虐待
の防止など)に関する県民の理解や関心が、５年前と比較して高まってきたと感じますか。

2 安全・安心な生活環境の整備
• 障がいのある人が安全に安心して生活できる生活環境の整備（居住支援の強化や施設・公
共交通機関のハード面・ソフト面のバリアフリー化など）が、５年前と比較して充実して
きたと感じますか。

3 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実
• 障がいのある人が障がいの種類・程度に関わらず、必要な行政情報や生活情報にアクセス
しやすく、円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができる体制が、５年前と比
較して充実してきたと感じますか。

4 防災、防犯等の推進
• 障がいのある人への災害時における支援、平常時からの防災対策、犯罪被害防止及び地域
の見守りが、５年前と比較して充実してきたと感じますか。

5 行政等における配慮の充実
• 行政職員の障がい理解（合理的配慮の提供）や対応力（相談対応の質や分かりやすい情報
の提供など）が５年前と比較して向上してきたと感じますか。

6 保健・医療の推進
• 身近な地域で療育を受けられる環境や、精神障がいのある人、難病患者等に対する医療や
保健サービスの提供体制が、５年前と比較して充実してきたと感じますか。

7 自立した生活の支援・意思決定支援の推進
• 障がいのある人の意思を尊重し、本人の希望に基づいた支援体制（相談支援、地域生活支
援、日常生活支援など）が、５年前と比較して充実してきたと感じますか。

8 教育の振興
• 障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学び、互いに理解し合える教育活動（イ
ンクルーシブ教育）が５年前と比較して充実してきたと感じますか。

9 雇用・就業、経済的自立の支援
• 障がいのある人への就労支援（職業訓練、就労移行支援、定着支援など）が５年前と比較
して充実してきたと感じますか。

10 文化芸術活動・スポーツ等の振興
• 障がいのある人が文化芸術・スポーツ活動を通じて自己表現する活動や社会参加の機会
（障がい者芸術展、障がい者スポーツ大会、地域のふれあいイベントなど）が、５年前と
比較して増加してきたと感じますか。

1 地域生活支援
• 障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、グループホーム等の住まいの確保や、
在宅サービスによる支援などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

2 保健・医療
• 身近な地域で療育を受けられる環境づくりや、医療的ケアが必要な方への支援、精神
障がいのある人への保健・医療に関する支援などは、５年前と比較して良くなったと
思いますか。

3 教育、文化芸術活動・スポーツ
• 一人一人のニーズに応じた教育支援や、文化芸術・スポーツを通じた交流活動の支援
などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

4 雇用・就業、経済的自立の支援
• 障がいのある人が働きやすい環境づくりや、働く場を増やしたりする支援などは、５
年前と比較して良くなったと思いますか。

5 情報アクセシビリティ
• 障がいのある人が必要な時に必要な情報が得られるよう、障がい特性に配慮したわか
りやすい情報提供の推進などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

6 安全・安心
• 障がいのある人が災害時に安全に避難するための支援や、日常生活での外出・移動の
ための支援などは、５年前と比較して良くなったと思いますか。

7 生活環境
• 障がいのある人をはじめ、誰もが安心で快適に暮らせるまちづくりのための支援など
は、５年前と比較して良くなったと思いますか。

8 差別の解消及び権利擁護の推進
• 障がいのある人への差別をなくす取組や、県民の障がいに対する理解の深まりなどは、
５年前と比較して良くなったと思いますか。

9 • 新型コロナウイルス感染症の影響による現在の状況や困っていること。また、
今後の行政の支援について求めること等を記入してください。

10 • その他、障がいのある人が日常生活や社会生活を行っていく中で、困っている
ことや、施策として求めること等があれば記入してください。

11 • 回答者（障がいのある人、家族、障がい福祉サービス等従事者、民間事業者、
医療関係者、教育関係者等）

12 • 障がいの種類

13 • 障害者手帳の等級

14 • 性別

15 • 居住市町村

16 • 年齢

11
• 回答者（障がいのある人、家族、障がい福祉サービス等従事者、民間事業者、医療
関係者、教育関係者等）

12 • 障がいの種類

13 • 障害者手帳の等級

14 • 性別

15 • 居住市町村

16 • 年齢

施
策
に
基
づ
く
も
の

令和２年度（第６期計画）の内容 ※1～11には自由記載欄を設定

そ
の
他

施
策
に
基
づ
く
も
の

そ
の
他

令和８年度（第７期計画）の内容 ※1～11には自由記載欄を設定
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４．アンケート調査について（案）

（問１）差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
障がいのある人の権利(障がいを理由とする差別的取扱いの禁止、合理的配

慮の提供、虐待の防止など)に関する県民の理解や関心が、５年前と比較して
高まってきたと感じますか。

＜アンケート例＞

① １～５のいずれか１つに「〇」を記入

（ ）１. そう思う

（ ）２. どちらかといえば、そう思う

（ ）３. どちらかといえば、そう思わない

（ ）４. そう思わない

（ ）５. わからない

② 解決したい問題や、今後取り組んでほしい内容があれば記入してください。

（県の令和７年度の主な取組）※下線は、５年前には行っていなかった取組、または拡充した取組

⚫ 合理的配慮の提供や虐待防止などの出前講座や障がい理解のイベントの実施

⚫ 障がい者虐待防止のためのオープンセミナー等研修会や啓発イベントの実施

⚫ 成年後見制度の研修会の開催

⚫ 旧優生保護法補償金等の補償金等受付・相談窓口の設置 等
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４．アンケート内容に関する主な取組

＜アンケートの取り組み例＞
内容 令和7年度の主な取組

（問１）差別の解消、権利擁護の
推進及び虐待の防止

• 障がいのある人の権利(障がいを理由と
する差別的取扱いの禁止、合理的配慮
の提供、虐待の防止など)に関する県民
の理解や関心が、５年前と比較して高
まってきたと感じますか。

• 合理的配慮の提供や虐待防止などの出前
講座や障がい理解のイベントの実施

• 障がい者虐待防止のためのオープンセミ
ナー等研修会や啓発イベントの実施

• 成年後見制度の研修会の開催
• 旧優生保護法補償金等の補償金等受付・
相談窓口の設置

（問２）安全・安心な生活環境の
整備

• 障がいのある人が安全に安心して生活
できる生活環境の整備（居住支援の強
化や施設・公共交通機関のハード面・
ソフト面のバリアフリー化など）が、
５年前と比較して充実してきたと感じ
ますか。

• 建物のユニバーサルデザイン研修会等の
開催や県営住宅のユニバーサルデザイン
化の推進

• 重度の身体、知的障がい児者がいる世帯
の住宅改造の一部助成の実施

• 通学路における交通安全対策
• 県都市公園のバリアフリー化の推進
• ハートフルパス制度の普及・啓発

（問３）情報アクセシビリティの
向上及び意思疎通支援の充実

• 障がいのある人が障がいの種類・程度
に関わらず、必要な行政情報や生活情
報にアクセスしやすく、円滑に意思表
示やコミュニケーションを行うことが
できる体制が、５年前と比較して充実
してきたと感じますか。

• 耳で聞くハザードマップアプリの導入
• ヘルプマーク・ヘルプカード・コミュニ
ケーションボードの作製及び周知

• 障がい者ICTサポートセンターの設置
• 手話言語等条例の普及啓発、手話通訳者、
要約筆記等の意思疎通支援者の養成

• 「手話の日」関連イベントの開催

（問４）防災、防犯等の推進
• 障がいのある人への災害時における支
援、平常時からの防災対策、犯罪被害
防止及び地域の見守りの取組が、５年
前と比較して充実してきたと感じます
か。

• 在宅生活に移行する常時人工呼吸器を装
着している医療的ケア児への非常用電源
装置の貸与

• 災害発生時における、相談支援専門員に
よる在宅障がい者等の訪問や福祉・介護
専門職、精神科医等の専門職の被災地域
への派遣等

• 地域の協力企業等と連携した見守りネッ
トワーク活動(熊本見守り応援隊等)

（問５）行政等における配慮の充
実

• 行政職員の障がい理解（合理的配慮の
提供）や対応力（相談対応の質や分か
りやすい情報の提供など）が５年前と
比較して向上してきたと感じますか。

• 参議院議員通常選挙での点字や音声によ
る選挙情報の提供等

• 県広報誌の点字版、デイジー版の作成や
知事会見の手話通訳等の実施

• 療育手帳の出張判定の実施
• 審議会等への障がいのある方の積極的登
用

内容 令和7年度の主な取組

（問６）保健・医療の推進
• 身近な地域で療育を受けられる環境や、
精神障がいのある人、難病患者等に対
する医療や保健サービスの提供体制が、
５年前と比較して充実してきたと感じ
ますか。

• 障がい児への療育支援
• 精神科病院の夜間又は休日の診療体制の整
備、精神科救急情報センターの運営等

• 自殺危機対応チームの設置、ゲートキー
パーの人材養成、SNS・電話相談、専門相
談員の配置等の自殺防止対策

（問７）自立した生活の支援・意
思決定支援の推進

• 障がいのある人の意思を尊重し、本人
の希望に基づいた支援体制（相談支援、
地域生活支援、日常生活支援など）が、
５年前と比較して充実してきたと感じ
ますか。

• 自立支援協議会における障がいのある人の
支援体制の強化に向けた協議

• 基幹相談支援センター、地域生活支援拠点
等の整備のための市町村への支援

• 障害福祉サービスの質の確保・向上のため
の運営指導の実施

• 強度行動障がいなど障がい特性に応じた専
門的な支援を行う人材の養成

• 意思決定の支援に配慮し、必要な支援が行
われるための研修会の実施

• 障がい当事者家族を支えるファミリープラ
ンの検討

（問８）教育の振興
• 障がいのある子どもと障がいのない子
どもが共に学び、互いに理解し合える
教育活動（インクルーシブ教育）が５
年前と比較して充実してきたと感じま
すか。

• インクルーシブ教育システム構築のための
委員会の設置

• 医療的ケアが必要な児童生徒のための特別
支援学校への看護師配置

• 各地域への巡回相談員の配置
• 放課後児童支援員の認定資格研修等

（問９）雇用・就業、経済的自立
の支援

• 障がいのある人への就労支援（職業訓
練、就労移行支援、定着支援など）が
５年前と比較して充実してきたと感じ
ますか。

• 「障害者就業・生活支援センター」による就
業相談の受付・助言等

• 就労継続支援事業所への経営改善支援
• 就労選択支援の開始
• 工賃向上に向けた研修会、販売会・商談会の
開催、「お試し発注サポート事業」の実施

• 農福マルシェの開催、農福連携コーディネー
ターの配置

（問10）文化芸術活動・スポーツ
等の振興

• 障がいのある人が文化芸術・スポーツ活
動を通じて自己表現する活動や社会参加
の機会（障がい者芸術展、障がい者ス
ポーツ大会、地域のふれあいイベントな
ど）が、５年前と比較して増加してきた
と感じますか。

• くまもとハートウィークイベントの開催
（芸術展、下通イベント、パラアスリート
講演会等）

• くまもと障がい者スポーツ大会の開催、全
国大会への県選手団の派遣

• デフアスリートイベントの開催
• ABPK熊本とくまモンとの連携開始

【7 生活環境】
障がい者支援課、建築課、地域支え合い
支援室、住宅課、道路保全課、都市計画
課、交通政策課
【6 安心・安全】
障がい者支援課、地域支え合い支援室、
（県警）生活安全企画課、消費生活課

【5 情報アクセシビリ
ティ】
障がい者支援課、地域支
え合い支援室

【6 安心・安全】
障がい者支援課、地域支
え合い支援室、（県警）
生活安全企画課、消費生
活課（地域の見守りへ修
正）

【5 情報アクセシビリティ】
広報課
【8 差別の解消及び権利擁護の推進】
障がい者支援課、社会福祉課、市町村
課（選管）、子ども未来課

【8 差別の解消及び権利
擁護の推進】
障がい者支援課、社会福
祉課、市町村課（選管）、
子ども未来課

【2 保健・医療】
障がい者支援課、子ども
未来課、精神保健福祉セ
ンター、健康づくり推進
課

【1 地域生活支援】
障がい者支援課、子ども
未来課、精神保健福祉セ
ンター、健康づくり推進
課

【3 教育、文化芸術活
動・スポーツ】
障がい者支援課、特別支
援教育課、子ども未来課、
施設課、社会教育課、図
書館

【4 雇用・就業、経済的
自立の支援】
障がい者支援課、労働雇
用創生課、認知症施策・
地域ケア推進課、担い手
支援課、むらづくり課

【3 教育、文化芸術活
動・スポーツ】
障がい者支援課、特別支
援教育課、子ども未来課、
施設課、社会教育課、図
書館

第6期計画
の施策名

（様式2）
にある関連
事業担当課

7期計画の施
策名（案）

11

※下線は、５年前には行っていなかった取組、または拡充した取組0127
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(1) 調査の趣旨
〇 令和３年(2021年)9月に施行された「医療的ケア児及びその
家族に対する支援に関する法律(令和３年法律第８１号)」により、
国及び地方公共団体の責務や保育所の設置者等及び学校の設置
者の責務が規定され、医療的ケア児及びその家族を支援するた
めの相談体制の整備や、保育所や学校における看護師の配置等
の必要な措置を講じることとされている。このため、県内にお
ける状況を把握するための調査を実施。

(2) 調査の時点
〇令和6年(2024年)5月1日現在

(3) 調査の実施期間
〇令和6年(2024年)7月10日～8月9日

(4) 調査方法
〇市町村への記述式

◎令和６年度(2024年度)医療的ケア児に関する実態調査

◎令和７年度(2025年度)熊本県在宅重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児(者)
に関する調査

(1) 調査の趣旨
〇重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児(者)の福祉の向上を図
り、くまもと障がい者プラン・熊本県障がい福祉計画の改訂に向
けて今後の適切な支援を検討していくため、県内(熊本市を除く)
の在宅の重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児(者)の障害福祉
サービス等の利用状況等についての調査を実施。

(2) 調査の時点
〇令和7年(2025年)4月1日現在

(3) 調査の実施期間
〇令和7年(2025年)10月～11月

(4) 調査方法
〇調査対象者への郵送による記述式

(5) その他
〇回答された調査票をもとに在宅の重症心身障がい児(者)及
び医療的ケア児(者)や家族が抱える課題の方向性を把握して
効果的な施策につながるよう、熊本県医療的ケア児支援セン
ター(熊本大学病院)にて分析を実施中。 12
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• 調査名に「在
宅」を追加

４．アンケート調査について



2025県民アンケート調査結果

問 あなたは、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」を知っていますか。

問 あなたは、ご自身のお気持ちの中に、障がいのある人に対する偏見や差別意識が
あると感じますか。

問 あなたが、障がい特性に応じたコミュニケーション手段の例として知っているものは
何ですか。（あてはまるもの全て）

１．知っている   22.2%
２．名称は知っている、
もしくは聞いたことがある ３５．３%

３．全く知らない  ４２．５%

５７．５%

昨年度より
１１．１ポイントUP

１．ある  １．８％
２．少しある  １８．５%

３．ない  ６５．２％
４．わからない １４．５%２０．３%

１．触手話   ７０．０％
２．要約筆記   ３１．０%
３．指点字   ６４．７％
４・音訳   ２６．９％

５．コミュニケーションボード  ４１．５％
６．重度障がい者用意思伝達装置  １９．２%
７．代用音声     １７．９％

熊本県は、本県の政策立案等の基礎資料を得るため、県民アンケート調査（県民生活や県の取組
みに関する意識調査）を実施しました。（令和７年11月14日公表）
（１）調査時期：令和７年(2025年)６月19日(木)～７月17日(木)(29日間)
（２）調査対象者：県内在住の満18歳以上の男女3,500人（無作為抽出、郵送法）
（３）回収結果：有効回答者数1,511名（回収率43.2％）

障がい関係の結果は以下の通りです。

※2026県民アンケートでは、「触手話」、「指点字」を手話と点字を混同している可能性も否定できず、次回の
アンケートの設問内容の見直し予定。

４．アンケート調査について

0127
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令和６年度（令和６年4月1日から令和７年3月31日まで）の障害者虐待防止法に基
づく県内の状況

養護者による虐待
障害者福祉施設従事者等

による虐待 合計※

相談・通報件数
161件

（128件）
61件

（44件）
222件

（172件）

虐待判断件数
23件

（10件）
12件

（12件）
35件

（22件）

被虐待者数
25人

（10人）
34人

（15人）
59人

（25人）

・（ ）内は令和5年度の状況

※使用者による虐待件数は、労働局が非公表のため、掲載していません。

県内の障害者虐待の状況

４．アンケート調査について

0119
資料追加
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精神科病院における業務従事者による障がい者虐待の状況

４．アンケート調査について 15

0127
資料修正 １．「業務従事者による障害者虐待の状況」（法第40条の７）

12 件

19 件

2 件

① 0 人

② 4 人

③ 0 人

4 人

① 1 件

② 0 件

③ 1 件

④ 0 件

⑤ 0 件

２．「業務従事者による障害者虐待があった場合に採った措置」（法第40条の７）

（１） 2 件

（２） 0 件

（３） 0 件

（４） 2 件

（５） 0 件

（６） 2 件

（７） 0 件

① 0 件

②

（９） 0 件

（10） 0 件

３．「虐待を行った業務従事者の職種」（同法施行規則第22条の２の２）

１（４）の認定した虐待の事実に係る被虐待者に虐待を行った業務従事者の主たる職種ごとの人数

（１） 0 人

（２） 2 人

（３） 0 人

（４） 0 人

（５） 0 人

（６） 0 人

（７） 0 人

（８） 0 人

（９） 0 人

（10） 0 人

（11） 0 人

（12） 0 人

2 人

 医療事務

 その他業務従事者

 不明

 小計

 公認心理師

 （８）の命令に従わなかった病院のうち、その旨を公表した件数

 入院に係る医療提供の全部又は一部の制限を命じるとともに公示を行った件数

 医師

 看護師

 准看護師

 看護助手

 保健師

 作業療法士

 精神保健福祉士

 社会福祉士

 改善計画の提出を求めた件数

 提出された改善計画の変更を命じた件数

（８）
 必要な措置を採ることを命じた件数

 ①に関する具体的な内容

 指定医により、入院患者の診察を行った件数

（５）認定した虐待の種別・

類型ごとの件数（重複可）

身体的虐待

心理的虐待

性的虐待

放棄、放置（ネグレクト）

経済的虐待

 業務従事者による障害者虐待についての通報や届出に関して、報告徴収を行った件数

 診療録や帳簿書類の提出・提示を命じた件数

 職員又は指定医により、診療録や帳簿書類を検査した件数

 職員又は指定医により、入院患者や関係者に質問を行った件数

（１）業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による都道府県等への通報・相談件数

（２）業務従事者による障害者虐待を受けた精神障害者による都道府県等への届出・相談件数

（３）虐待の事実を認定した件数

（４）認定した虐待の事実に

係る被虐待者数

男性

女性

不明、その他

小計

別紙



５．次期計画策定までのスケジュール（案）
※第７期熊本県障がい者計画・第８期熊本県障がい福祉計画・第４期熊本県障がい児福祉計画を一体的に作成

▼ スケジュールは目安であり、状況により前後します。0114
修正

• アンケート名
の変更

• 国指針告示⇒
削除

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市町村の作業

熊本県障害者
施策推進審議会

・
熊本県障がい者
自立支援協議会

熊本県障害者
施策推進審議会

・
熊本県障がい者
自立支援協議会

障がい者計画
庁内作業等

障がい福祉計画
障がい児福祉計画

庁内作業等

令
和
８
年
度

(

2
0
2
6
年
度
）

令
和
７
年
度

(

2
0
2
5
年
度
）

次
期
計
画
策
定

県
議
会
へ
報
告

●第１回施策推進審議会

①数値目標の進捗状況報告

②アンケートの結果報告

③基本方針審議

・アンケートの取りま

とめと分析

・実績値の照会、とりまとめ
・基本方針案検討

・他計画との

調整等

・修正案検討

・他計画との調整等

・市町村説明会

・県→市町村 （次期計画期間のサービス見込み量の調査依頼（中間報

告）：9月末実施予定）

・市町村→県 （見込み方法・量、市町村計画全般について、

県が内容確認：10月～12月）

・県→国

中間報告

県→市町村

（サービス見込み

量の最終報告依

頼：3月）

・パブリックコ

メント分析

・最終案検討

※書面開催となる場合もあります。

県
議
会
へ
報
告

■（10/7）自立支援協議会
・意見聴取

●（2/3）施策推進審議会

①施策体系審議

②R8障がい者のための施

策に関するアンケート

概要報告

③意見交換会の概要報告

パブリックコメント

意見交換会

障がい者のための施策に関

するアンケート調査

・アンケート委託先公募

及び契約締結

・基本方針案検討、素案検討（たたき台）

・実績値の照会、とりまとめ

・素案検討（基本方針決定後）

・新しい数値目標の検討

■自立支援協議会

・意見聴取

●第２回施策推進審議会

・素案審議
●第３回施策推進

審議会

①パブリックコ

メントの結果

報告

②最終審議

16



Ⅱ 令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る

基本指針の見直し状況

17
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障害者総合支援法、児童福祉法に基づく国の基本的な指針と県障がい福祉計画の比較

熊本県障がい福祉計画の概要
第７期熊本県障がい福祉計画
第３期熊本県障がい児福祉計画

（１）市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに
当たっての基本的な方針。

（２）第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画に係る基本方針は、
社会保障審議会障害者部会において検討中。

（３）計画期間は令和９年(2027年)４月から令和１２年(2030年)３月の３年間。

（４）指針の構成
第１．障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関

する基本的事項
１．基本理念
２．障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
３．相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
４．障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
５．障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上に関

する基本的考え方【新設】

第２．障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係
る目標（成果目標）

１．福祉施設の入所者の地域生活への移行
２．精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
３．福祉施設から一般就労への移行等
４．障害児支援の提供体制の整備等
５．地域生活支援の充実
６．相談支援体制の充実・強化等
７．障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上【新設】

８．障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第３．計画の作成に関する事項

第４．その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援
等の円滑な実施を確保するために必要な事項等

１．障害者等に対する虐待の防止
２．意思決定支援の促進
３．障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進
４．障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
５．障害を理由とする差別の解消の推進
６．障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所にお
ける利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確
保するための基本的な指針（案）（こども家庭庁・厚生労働省）

（１）計画期間は令和６年(2024年)４月から令和９年(2027年)３月の３年間。

（２）熊本県障がい福祉計画の構成

第１章 計画の概要
第２章 計画の基本方針

１ 基本理念
２ 計画の基本的な考え方
⑴ 相談支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方
⑵ 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方
⑶ 障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

３ 区域の設定
第３章 障がい者等を取り巻く状況
第４章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に

係る成果目標及び活動指標
⑴ 相談支援体制の充実・強化等
⑵ 福祉施設の入所者の地域生活への移行
⑶ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
⑷ 地域生活支援の充実
⑸ 福祉施設から一般就労への移行等
⑹ 障がい児支援の提供体制の整備等
⑺ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組

第５章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の必要な量の見込み
並びに確保方策

第６章 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の従事者の確保及び
資質の向上並びにサービスの質の向上

第７章 地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業の実施
第８章 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
⑴ 障がい者等に対する虐待の防止
⑵ 意思決定支援の促進
⑶ 障がい者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
⑷ 障がい者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
⑸ 障がいを理由とする差別の解消の推進
⑹ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所に

おける利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等
の充実

⑺ 障がい者の就労支援に向けた取組
第９章 熊本県障がい福祉計画（第５期～６期）障がい児福祉計画（第

１期～第６期）
18

0119
要修正

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること

１．障害福祉計画について ※次期計画（R9-R11）については社会保障審議会障害者部会における基本指針の検討状況を踏まえ、検討を進める



２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況 19

要時点
修正

• 国で新たな動き・
資料があったとき
には最新版に差し
替え

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること



２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況
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• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること



２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況 21

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること

R8.1.19 社会保障審議会障害者部会（154回）・こども家庭審議会障害児支援部会（第18回）合同会議資料一部抜粋



２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況

22

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること

R8.1.19 社会保障審議会障害者部会（154回）・こども家庭審議会障害児支援部会（第18回）合同会議資料一部抜粋



R8.1.19 社会保障審議会障害者部会（154回）・こども家庭審議会障害児支援部会（第18回）合同会議資料一部抜粋

２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況 23

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること



R7.12.8 社会保障審議会障害者部会（153回）・こども家庭審議会障害児支援部会（第17回）合同会議資料一部抜粋

２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況

24

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること



R8.1.19 社会保障審議会障害者部会（154回）・こども家庭審議会障害児支援部会（第18回）合同会議資料一部抜粋

２．令和９年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し状況 25

• 1/19の障害者部会の
資料に基づき更新す
ること
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